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静岡県は、文部科学省の医学部入学定員増員計画に基づき、順天堂大学と連携し、

地域医療を担う医師を養成することを目的として「順天堂大学 静岡県地域枠」によ

り入学した医学生に「静岡県医学修学研修資金 順天堂大学地域枠」貸与を実施します。

大学卒業後、静岡県キャリア形成プログラムに従い、県が個別に指定する静岡県内

の公的医療機関等で勤務していただくことにより、貸与した資金全額の返還を免除し

ます。

※本制度は、令和８年度静岡県一般会計予算の成立を条件とします。

（予算は、静岡県議会２月定例会で審議されます。）

令和８年度「静岡県医学修学研修資金」

順天堂大学地域枠の御案内
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１ 貸与人数

２ 申請資格

令和８年度 順天堂大学 静岡県地域枠入学者

他県または県内市町等から同種の奨学金（卒業後の医師としての就業先を制限す

る条件（返還免除条件として定める場合を含む）のある奨学金・貸付金）の受給は

御遠慮ください。

３ 貸与金額

年間２４０万円（月額２０万円×１２ヶ月）
＊１年分を一括で、本人名義の口座に振り込みます。

４ 貸与期間

入学年度から大学卒業の年度までの６年間

５ 返還免除の条件

以下の（１）から（２）までの要件を全て満たしたときに、貸与した資金全額

の返還を免除します。

（１）大学卒業後、２年以内に医師免許の登録を完了すること。

（２）在学中は「キャリア形成卒前支援プラン」※の適用を受け、卒業後は「静

岡県キャリア形成プログラム」※に従い、静岡県内で医師として９年間勤

務すること。

＊ 返還免除を受けるための勤務（＝９年間）は、大学卒業後１６年間が経過す

るまでに完了することが必要です（履行期限）。

＊ 勤務先として指定する可能性のある病院は別表１のとおりです（令和７年４

月１日時点）。

※ 出産・育児で休業等をした場合は、その休業等をした期間に相当

する期間、履行期限を延長します（4ページの別表２参照）。

＊ 県が個別に指定する静岡県内の公的医療機関等での勤務期間中に育児短時

間勤務をしたときの返還免除を受けるための勤務期間の計算は、4ページの

別表３のとおりとなります。

＊ 返還免除を受けるための勤務期間に達しない場合でも、静岡県キャリア形成

プログラムの適用勤務期間（臨床研修を行った期間を除く）が３年に達した

場合には、貸与した資金の返還を一部免除する場合があります。

※ 「キャリア形成卒前支援プラン」とは、 静岡県が地域医療へ貢献する意思

を有する学生に対して、地域医療や将来の職業選択に対する意識の涵養を図

り、対象学生が学生の期間を通じて、地域医療に貢献するキャリアを描ける

よう支援することを目的に策定するものです。

５人
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※ 「静岡県キャリア形成プログラム」とは、「医師が不足している地域におけ

る医師の確保」と「当該地域に派遣される医師の能力開発・向上を図ること」

を目的として、医師が不足する地域の医療機関における就業期間等の諸条件

を定めたものです。詳しくは 5 ページ以降に記載の静岡県医学修学研修資

金貸与制度Ｑ＆Ａを参照してください。

６ 返還

返還免除を受けない場合は、返還すべき理由が生じた日の属する月の翌月末日まで

に、貸与を受けた修学研修資金に利息（年利１０％）を付して一括で返還していただ

きます。

＊ ６年間貸与を受けた場合の利息額はおおよそ 470 万円程度です。

＊ 返還期限を遅れて返還する場合は、上記の返還金額に加えて、延滞利息（年利

15％）を納付していただきます。

７ 連帯保証人

貸与を受けるには、以下の条件を満たす２名の連帯保証人を立てる必要があります。

（１）応募者が未成年の場合は、連帯保証人２名のうち１名は必ず親権者（法定代理

人）とすること。

（２）２名の連帯保証人は、それぞれ別に独立して生計を営む者であること（両親２

名を連帯保証人２名にすることはできません。）

（３）法的に保証能力を有し、万一あなたが返還できなくなったときに代わりに弁済

する資力を有する者であること。

静岡県のお問合せ先

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９－６

静岡県健康福祉部地域医療課 医師確保班

電 話：０５４（２２１）２８６８

ＦＡＸ：０５４（２５１）７１８８

E－mail：chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp

mailto:chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp
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別表１ 返還免除の条件に指定する静岡県内の公的医療機関等一覧(Ｒ７.４.１時点)

※網掛けは臨床研修実施施設

※本一覧表に記載されている医療機関以外にも、「公的医療機関に準ずるものとして知事が指定する医療

機関」として、勤務先を指定することがあります。
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東部 賀茂 ○ ○
○ ○
○ ○
3 1 0 0 0 0 0 2 0 0

熱海伊東 ○ ○ ○ ○
○ ○
2 1 1 0 0 2 0 0 0 0

駿東田方 ○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○ ○
12 6 3 2 1 4 1 2 1 0

富士 ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○
4 3 2 0 1 2 0 0 0 0

中部 静岡 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
11 9 6 3 2 5 1 2 1 1

志太榛原 ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
5 4 3 1 0 3 0 1 0 0

西部 中東遠 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
6 6 2 2 0 2 0 0 0 0

西部 ○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○
○ ○
○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
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55 36 23 11 5 23 4 9 3 1

担っている役割・機能等

下田メディカルセンター
公益社団法人地域医療振興会伊豆今井浜病院

医療法人社団健育会西伊豆健育会病院

計
伊東市民病院
国際医療福祉大学熱海病院

計
国立病院機構静岡医療センター
県立静岡がんセンター
沼津市立病院
裾野赤十字病院
伊豆赤十字病院
伊豆医療福祉センター
JA静岡厚生連中伊豆温泉病院
三島総合病院
沼津中央病院
フジ虎ノ門整形外科病院
NTT東日本伊豆病院
順天堂大学医学部附属静岡病院

計
富士宮市立病院
共立蒲原総合病院
富士市立中央病院
鷹岡病院

計
県立こころの医療センター
県立こども病院
県立総合病院
静岡市立静岡病院
静岡市立清水病院
静岡赤十字病院
静岡済生会総合病院
静岡厚生連静岡厚生病院
静岡厚生連清水厚生病院
清水駿府病院
JCHO清水さくら病院

計
島田市立総合医療センター
焼津市立総合病院
藤枝市立総合病院
榛原総合病院
コミュニティーホスピタル甲賀病院

計
磐田市立総合病院
中東遠総合医療センター
聖隷袋井市民病院
市立御前崎総合病院
菊川市立総合病院
公立森町病院

計
浜松労災病院
国立病院機構天竜病院
浜松医療センター
浜松市リハビリテーション病院
国民健康保険佐久間病院
市立湖西病院
浜松赤十字病院
静岡厚生連遠州病院
総合病院聖隷浜松病院
総合病院聖隷三方原病院
神経科浜松病院
浜松医科大学医学部附属病院

計
 計

地域名 圏域名 病　　　院　　　名

公
的
医
療
機
関
等
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別表２ 出産・育児で休業等をした場合の履行期限の取扱い

別表３ 育児短時間勤務に関する取扱い

休業等の区分 内容

産前産後休暇

大学卒業後（大学院生として修学研修資金の貸与を受けた場合にあっては

医学を履修する課程修了後、専攻医として修学研修資金の貸与を受けた場

合にあっては専門研修修了後）に取得した産前産後休暇の期間に相当する

期間、履行期限を延長します。

育児休業

大学卒業後（大学院生として修学研修資金の貸与を受けた場合にあっては

医学を履修する課程修了後、専攻医として修学研修資金の貸与を受けた場

合にあっては専門研修修了後）に取得した育児休業の期間に相当する期

間、履行期限を延長します。

育児短時間勤務

県が個別に指定する静岡県内の公的医療機関等での勤務期間中に育児短

時間勤務をした場合、次の計算式で算出した期間に相当する期間、履行期

限を延長します。なお、算出した期間に１か月未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げることとします。

育児短時間

勤務月数
－

育児短時間

勤務月数
×

育児短時間勤務をした場合の

１週間当たりの所定労働時間

１週間当たりの通常の所定労働時間

区分 内 容

計算式

次の計算式により算出した期間を返還免除を受けるための勤務期間に算入しま

す。

育児短時間

勤務月数
×

育児短時間勤務をした場合の１週間当たりの所定労働時間

１週間当たりの通常の所定労働時間
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Ｑ：連帯保証人の収入に条件はありますか？

Ａ：具体的な収入の条件は設けておりませんが、連帯保証人は、支払能力が

あり十分な保証が可能である者とします。

なお、２名の連帯保証人は、それぞれ別に独立して生計を営む者になりま

す。（両親２名を連帯保証人２名にすることはできません。）なお、継続・

安定した収入が見込まれ、資力が十分であれば、外国籍の者でも連帯保証

人になることができます。

Ｑ：他の奨学金の貸与を受けることができますか？

Ａ：卒業後の医師としての就業先を制限する条件（返還免除条件として定める

場合を含む）のある奨学金・貸付金でなければ、貸与を受けることができ

ます。（日本学生支援機構の奨学金 など）

Ｑ：「静岡県キャリア形成プログラム」の適用の流れを教えてください。

Ａ：「静岡県キャリア形成プログラム」の適用者は、大学卒業後の９年間を県内

病院で勤務していただくこととなります。臨床研修の２年間については県

で研修先を指定することはありませんが、県内病院で研修をしていただき

ます（ご自身で、臨床研修マッチングに参加して決定していただくことと

なります）。また、臨床研修２年目の時点で県内病院が基幹となる専門研修

のコースを選択していただき、その後は選択したコースに沿って研修を進

めていただきます。コースの詳細については下記のホームページを参照し

てください。

Ｑ：「静岡県キャリア形成プログラム」から離脱することはできますか。

Ａ：「静岡県キャリア形成プログラム」から離脱できる事由は、静岡県地域枠同

意書別紙「地域枠における従事要件等の取扱いに関する要項」の「３ 離脱

要件」に記載の要件に限られています。県から同意を得ず離脱した場合は、

その方を受け入れた臨床研修病院が医師臨床研修費補助金の減額等を受け

る可能性があります。

Ｑ：専攻する診療科は自分で選択できますか？

Ａ：返還免除を受けるための条件として診療科を指定することはありません。

  
ふじのくに地域医療センター「静岡県キャリア形成プログラム」ホームページアドレス 

http://fujinokuni-doctor.jp/careerpro.html 

 

静岡県医学修学研修資金貸与制度Ｑ＆Ａ
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Ｑ：貸与を受けている間や貸与を終了した後などに行わなければならない手続

きはありますか？

Ａ：修学研修資金の貸与の継続を希望する場合、大学を卒業した場合、返還免

除を受けるための勤務を行った場合など、貸与を受けている間や貸与を終

了した後にも、所定の様式による申請・届出が必要です。また、現況確認

等のため、書類の提出を依頼する場合もありますので、必ず期限を遵守の

上、書類を提出してください。

（主な申請・届出書類）

※ 卒業まで継続して貸与を受けていただきます（途中学年での継続辞退不可）

が、毎年度貸与継続申請手続を行う必要があります。

Ｑ：連帯保証人に記入してもらわなければならない書類はありますか？

Ａ：誓約書の記入及び実印の押印をしていただきます。連帯保証人には今後、

誓約書記載の極度額（保証の限度額）の範囲で保証をしていただきます。

また、印鑑登録証明書を添付する必要がありますので、そちらも併せてご

提出ください。

なお、４年生進級時（契約締結から３年以内）にも改めて連帯保証人によ

る誓約書の作成が必要となります。留年等で極度額の変更が想定される場

合にも作成が必要となりますので、ご留意ください。

Ｑ：医師国家試験に合格しなかった場合、直ちに資金の返還を求められます

か？

Ａ：直ちに返還とはなりませんが、返還免除を受けるためには、大学卒業後

２年以内に医師免許の登録を完了することが必要です。「国家試験合格」

ではなく「医師免許の登録」で判断しますのでご留意ください。

貸与の継続を希望する場合 修学研修資金貸与継続申請書 等

貸与期間が満了した場合 返還猶予申請書、借用証書、印鑑証明書 等

大学４年生進級時 誓約書、印鑑登録証明書 等

大学を卒業し、

臨床研修を開始した場合

返還猶予申請書、勤務開始届、

卒業届、医師免許取得届 等

臨床研修を修了した場合 返還猶予申請書、臨床研修医療機関報告書 等

卒後３年目以降の毎年度 返還猶予申請書、業務従事医療機関報告書 等
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Ｑ：出産・育児により、必要な期間、返還免除を受けるための勤務を中断す

ることは認められますか？この場合、履行期限はどのような取扱いにな

るのですか？

Ａ：産前産後休暇や育児休業により休業等をする場合、個別にご相談いただ

ければ、資金の返還を求めずに、必要な期間内で返還免除のための勤務の

中断を認めるとともに、休業等をした期間に相当する期間、履行期限を延

長します。また、県が個別に指定する静岡県内の公的医療機関等での勤務

期間中に育児短時間勤務をした場合は、4 ページの別表２に掲げる計算式

により算出した期間に相当する期間、履行期限を延長します。

Ｑ：返還免除を受けるための勤務期間が終了した後、自動的に免除になります

か？また、免除後も、県から連絡が来ることはありますか？

Ａ：返還免除を受けるための勤務期間が終了した後、県内公的医療機関等で

勤務したことを証明する書類と共に返還免除の申請が必要です。また、県

では、返還免除を受けるための勤務期間が終了した後も、引き続き県内で

勤務を続けていただくことを期待しています。このため、返還免除後の勤

務先や、勤務状況については、定期的にアンケート等を実施したいと考え

ておりますので、その際はご協力をお願いいたします。


